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特許権侵害差止請求控訴事件

（治療用マーカー－進歩性欠如に基づく特許無効の抗弁）［上］（全２回）

事案の概要

　本件は、発明の名称を「治療用マーカー」とする本件特許権（第3609289号）を有する被控訴人らが、控
訴人の製造・販売等する被告各製品が、本件発明の技術的範囲に属すると主張して、控訴人に対し、被
告各製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。
　原審は、被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し、本件特許権は特許無効審判により無効にされる
べきものではないとして、被控訴人ら（一審原告ら）の請求を全部認容したため、控訴人（一審被告）が
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これを不服として控訴した。

判示事項

１　無効理由５（乙１発明及び乙９発明に基づく進歩性欠如）について
１－１　本件発明の意義等（原判決のとおり）

本件発明は、患者の皮膚にライン等のマークを記入して、放射線治療等の際の目印とするための
治療用マーカーに関するものであり、　（中略）　患者の皮膚に治療用の目印をマーキングする際に、
術者や患者の衣服等を汚すことがなく、また、鮮明で正確な目印をマーキングできるようにするこ
とを目的とするものである。
そして、本件発明の治療用マーカーは、表面に治療用の目印となるマークが印刷されている基台
紙と、基台紙の裏面に剥離可能に順次積層されている透明な保護シート層、前記基台紙に印刷され
たマークと同一のマークを形成するインク層、接着層、保護紙とによって構成されており、これを
使用するときには、前記保護紙を剥がして、前記基台紙に水分を含ませると共に、前記接着層を皮
膚に押し当てることにより、前記接着層、インク層及び保護シート層を皮膚側に転写し、転写され
たマークを各種の治療の際の目印とし、転写されたマークは、保護シート層によって表面を保護さ
れているので、衣服等で擦れたりしても消えることがなく、長期間に渡って目印を施した状態を維
持することができる構成を有することによって、上記課題を解決するものと認められる。
１－２　乙１公報（特開平８－207499号公報）に記載された乙１発明の認定
「Ａ’剥離性シートと
Ｂ’該剥離性シートの裏面に剥離可能に積層されている透明弾性層と、
Ｃ’該透明弾性層の裏面に積層された着色印刷インキ層と、
Ｄ’該着色印刷インキ層の裏面に積層されている粘着剤層と、
Ｅ’該粘着剤層の裏面に剥離可能に積層されているセパレーターとによって構成され、
Ｆ’前記セパレーターを剥がして、前記粘着剤層を皮膚に押し当てることにより、前記粘着剤層、
着色印刷インキ層及び透明弾性層を皮膚側に転写して、前記透明弾性層、着色印刷インキ層及び
粘着剤層が皮膚に対して柔軟性に富み、かつ摩擦に強いものである転写シール。」

１－３　本件発明と乙１発明との対比
本件発明と乙１発明とを対比すると、乙１発明における剥離性シート、透明弾性層、着色印刷イ
ンキ層、粘着剤層、セパレーターは、それぞれ、本件発明における「基台紙」「保護シート層」「イ
ンク層」「接着層」「保護紙」に相当すると認められ、また、本件発明における「治療用マーカー」は「転
写シール」の一種であるということができるから、一致点及び相違点は、以下のとおりに認定される。
（一致点）
「基台紙と、
該基台紙の裏面に剥離可能に積層されている透明な保護シート層と、
該保護シート層の裏面に積層されたインク層と、
該インク層の裏面に積層されている接着層と、
該接着層の裏面に剥離可能に積層されている保護紙とによって構成され、
前記保護紙を剥がして、前記接着層を皮膚に押し当てることにより、前記接着層、インク層及び
保護シート層を皮膚側に転写して、前記保護シート層、インク層及び接着層が皮膚に対して柔軟性
に富み、かつ摩擦に強いものである転写シール。」
（相違点１）
本件発明では、基台紙の表面に治療用の目印となるマークが印刷されているのに対し、乙１発明


